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区
民
農
園
利
用
者
を

募
集
し
ま
す

新
潟
県
十
日
町
市
の
宿

泊
施
設
割
引
券
を
配
布

し
ま
す

事
業
者
の
方
へ

新
卒
者
求
人
申
し
込
み

説
明
会

環
境
保
全
団
体
に
活
動

経
費
を
補
助
し
ま
す

Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
な
ど
に
関
す

る
相
談
を
実
施
し
ま
す

男
女
平
等
推
進
セ
ン
タ

ー
と
一
緒
に
講
座
を
企

画
し
ま
せ
ん
か

【
対
象
】

区
内
在
住
の
方

1
世
帯
1
区
画（
約
15
㎡
）

【
募
集
区
画
】

▽
高
砂
二
丁
目
農
園

（
高
砂
2‐
30
）

5
区
画

▽
鎌
倉
二
丁
目
農
園

（
鎌
倉
2‐

14
）

1
区
画

【
利
用
期
間
】

7
月
1
日
㈮
〜

平
成
30
年
1
月
31
日
㈬

【
利
用
料（
1
区
画
）】

月
額
9
0
0
円
（
種
苗
・
肥
料

・
用
具
な
ど
は
自
己
負
担
）

利
用
料
は
7
月
〜
平
成
29
年

1
月
分
を
前
納
し
て
い
た
だ
き

ま
す
。

【
申
込
方
法
】

6
月
1
日
㈬
午

前
9
時
〜
9
時
30
分
に
、
か
つ

し
か
エ
コ
ラ
イ
フ
プ
ラ
ザ
（
立

石
1‐

9‐

1
）
へ
お
越
し
く

だ
さ
い
。
申
し
込
み
多
数
の
場

合
は
、
同
日
午
前
9
時
30
分
か

ら
抽
選
会
を
行
い
ま
す
。

同
一
世
帯
の
重
複
申
し
込
み
、

現
在
区
民
農
園
を
利
用
し
て
い

る
方
の
申
し
込
み
は
無
効
で
す
。

な
お
、
平
成
27
年
3
月
利
用

開
始
分
に
空
き
区
画
が
あ
り
ま

す
。
希
望
す
る
方
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
（
利
用
期
間
は

平
成
29
年
1
月
31
日
㈫
ま
で
）。

【
担
当
課
】

環
境
課

�（
5
6
5
4
）8
2
3
9

葛
飾
区
と
防
災
協
力
協
定
を

結
ん
で
い
る
、
新
潟
県
十
日
町

市
の
宿
泊
施
設
の
割
引
券
を
差

し
上
げ
ま
す
（
先
着
1
0
0
枚
。

無
く
な
り
次
第
終
了
）。

一
人
一
泊
2
千
円
の
割
引
で
、

利
用
期
間
は
平
成
29
年
3
月
31

日
ま
で
で
す
。

【
配
布
場
所
・
担
当
課
】

産
業
経
済
課（
青
戸
7‐

2‐

1

テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
か
つ
し
か
内
）

�（
3
8
3
8
）5
5
5
4

平
成
29
年
3
月
新
規
学
校
卒

業
者
の
採
用
に
つ
い
て
、
募
集

方
法
や
選
考
の
ル
ー
ル
な
ど
の

説
明
を
行
い
ま
す
。

【
日
時
】

6
月
6
日
㈪
午
後
1

時
30
分
か
ら
。直
接
会
場
へ（
先

着
順
）。

【
対
象
】

平
成
29
年
度
に
新
卒

者
の
採
用
を
予
定
し
て
い
る
企

業
の
方
70
人
程
度

【
問
い
合
わ
せ
】

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

墨
田
�（
5
6
6
9
）8
9
6
5

【
会
場
・
担
当
課
】

産
業
経
済
課（
青
戸
7‐

2‐

1

テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
か
つ
し
か
内
）

申
込
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は

区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な

る
か
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
対
象
】

次
の
全
て
に
該
当
す
る
団
体

▽
区
内
で
の
活
動
を
1
年
以
上

行
っ
て
い
る

▽
会
の
規
約
が
あ
り
、
経
理
状

況
が
明
確
で
あ
る

▽
補
助
対
象
と
な
る
事
業
を
実

施
で
き
る

政
治
・
宗
教
・
営
利
を
目
的

と
し
た
団
体
を
除
き
ま
す
。

【
補
助
対
象
と
な
る
事
業
】

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
区

内
で
実
施
さ
れ
る
事
業

▽
生
物
や
植
物
の
調
査
・
研
究

活
動

▽
調
査
・
研
究
活
動
に
関
す
る

報
告
書
の
印
刷
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
の
開
催
な
ど

▽
区
民
を
対
象
と
し
た
観
察
会
、

講
演
会
、
講
習
会
の
開
催
な
ど

【
補
助
額
】

対
象
事
業
経
費
の
総
額
の
2
分

の
1
以
内（
限
度
額
10
万
円
）

講
師
謝
礼
や
会
場
使
用
料
な

ど
、
内
容
に
よ
り
補
助
割
合
と

上
限
額
が
異
な
り
ま
す
。

【
申
込
期
間
】

5
月
26
日
㈭
〜
6
月
27
日
㈪

【
担
当
課
】

環
境
課

�（
5
6
5
4
）8
2
3
7

出
張
相
談

「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
を
設
立
し
よ

う
か
迷
っ
て
い
る
」「
活
動
を
始

め
た
い
が
ど
う
し
た
ら
い
い
か

分
か
ら
な
い
」
な
ど
の
相
談
を

毎
月
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

【
日
時
・
会
場
】

▽
第
1
水
曜
日
／
新
小
岩
北
地

区
セ
ン
タ
ー
（
東
新
小
岩
6‐

21‐

1
）

▽
第
2
水
曜
日
（
7
月
か
ら
実

施
）／
亀
有
地
区
セ
ン
タ
ー（
亀

有
3‐

26‐

1
リ
リ
オ
館
7
階
）

▽
第
3
水
曜
日
／
堀
切
地
区
セ

ン
タ
ー（
堀
切
3‐

8‐

5
）

▽
第
4
水
曜
日
（
6
・
9
月
を

除
く
）／
金
町
地
区
セ
ン
タ
ー

（
東
金
町
1‐

22‐

1
）

い
ず
れ
も
午
後
1
時
30
分
〜

4
時
。
直
接
会
場
へ
。

専
門
相
談

Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
活
動
に
お
い
て
、

専
門
的
な
知
識
や
ノ
ウ
ハ
ウ
が

必
要
な
分
野
の
専
門
相
談
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

【
日
時
】

毎
月
第
2
・
第
4
金
曜
日
／
午

後
1
〜
5
時
（
1
回
1
時
間
程

度
。
1
日
4
件
ま
で
）

【
相
談
内
容
】

▽
奇
数
月
の
第
2
金
曜
日
／
社

会
保
険
労
務
士
に
よ
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ

の
労
務
管
理
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

制
度
、
社
会
保
険
に
関
す
る
相

談
な
ど

▽
偶
数
月
の
第
2
金
曜
日
／
税

理
士
に
よ
る
会
計
、
税
務
、
収

益
事
業
に
関
す
る
相
談
な
ど

▽
毎
月
第
4
金
曜
日
／
弁
護
士

に
よ
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
法
律
の
諸
問

題
、
定
款
作
成
に
関
す
る
相
談

な
ど

【
会
場
】

立
石
地
区
セ
ン
タ
ー

別
館（
立
石
3‐

12‐

1
）

【
申
込
方
法
】

電
話
か
フ
ァ
ク

ス
・
メ
ー
ル
（
相
談
内
容
・
住

所
・
氏
名
・
電
話
番
号
を
記
入
）

で（
先
着
順
）。

【
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
】

地
域
貢
献
活
動
サ
ポ
ー
ト
デ
ス
ク

�（
5
6
7
0
）7
2
5
1

�（
5
6
7
0
）7
2
5
2

chisapo@katsushika- sha
kyo.com

【
担
当
課
】

地
域
振
興
課

男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
講

座
の
開
催
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す

（
講
師
謝
礼
・
保
育
士
謝
礼
の

補
助
あ
り
）。

【
対
象
】

地
域
で
活
動
す
る
グ

ル
ー
プ
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
、
自
治

町
会
、
保
護
者
会
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
な

ど
の
地
域
団
体

計
2
団
体

【
講
座
内
容
】

家
族
、
子
育
て
、

介
護
な
ど
男
女
平
等
を
推
進
す

る
た
め
の
企
画

【
開
催
時
期
】

団
体
と
協
議
の

上
、
決
定
し
ま
す
。

【
申
込
方
法
】

所
定
の
申
込
書

を
6
月
27
日
㈪
午
後
5
時
ま
で

に
持
参
か
郵
送
、
ま
た
は
フ
ァ

ク
ス
で（
多
数
抽
選
）。

申
込
書
は
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
取
り
出
せ
ま
す
。

【
申
込
書
配
布
・
申
し
込
み
・

担
当
課
】

〒
124‐

0012
立
石
5‐

27‐

1
ウ

ィ
メ
ン
ズ
パ
ル
内
男
女
平
等
推

進
セ
ン
タ
ー

�（
5
6
9
8
）2
2
1
1

�（
5
6
9
8
）2
3
1
5

不
法
電
波
は
い
け
ま
せ
ん
！

総
務
省
で
は
、
6
月
1
日

か
ら
10
日
ま
で
を
「
電
波
利

用
環
境
保
護
周
知
啓
発
強
化

期
間
」
と
し
て
、
電
波
を
正

し
く
利
用
し
て
い
た
だ
く
た

め
の
周
知
・
啓
発
活
動
お
よ

び
不
法
無
線
局
の
取
締
り
の

強
化
を
行
い
ま
す
。

電
波
は
暮
ら
し
の
中
で
欠

か
せ
な
い
大
切
な
も
の
で
す
。

電
波
の
ル
ー
ル
は
み
ん
な
で

守
り
ま
し
ょ
う
。

【
問
い
合
わ
せ
】総
務
省
関
東

総
合
通
信
局
▽
不
法
無
線
局

に
よ
る
混
信
・
妨
害
�（
6
2

3
8
）
1
9
3
9
▽
テ
レ
ビ

・
ラ
ジ
オ
の
受
信
障
害
�（
6

2
3
8
）
1
9
4
5
▽
地
上

デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
放
送
の
受

信
相
談
�（
6
2
3
8
）1
9

4
4

災
害
時
に
行
政
と
協
力
し

て
被
災
者
支
援
に
当
た
る

「
災
害
時
等
に
お
け
る
相
互

協
力
に
関
す
る
協
定
」
を
、

4
月
28
日
に
学
校
法
人
東
京

聖
栄
大
学
（
西
新
小
岩
1‐

4‐

6
）
と
締
結
し
ま
し
た
。

こ
の
協
定
で
は
、
地
震
や

水
害
、
そ
の
他
大
規
模
災
害

に
備
え
、
区
民
お
よ
び
区
内

在
勤
・
在
学
者
な
ど
の
安
全

確
保
や
生
活
復
興
な
ど
を
推

進
す
る
た
め
の
協
力
体
制
に

つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め

て
お
り
、
区
が
開
設
し
た
避

難
所
な
ど
で
、
大
学
生
や
教

職
員
が
炊
き
出
し
を
行
い
ま

す
。
ま
た
、
同
大
学
は
健
康

や
栄
養
な
ど
に
つ
い
て
学
ぶ

授
業
が
多
い
こ
と
か
ら
、
被

災
者
の
健
康
や
栄
養
の
悩
み

の
相
談
に
乗
る
こ
と
や
、
学

生
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
養
成
に

向
け
て
協
力
す
る
こ
と
も
協

定
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

今
後
も
区
は
協
定
団
体
と

連
携
し
、
災
害
に
強
い
ま
ち

を
め
ざ
す
と
と
も
に
、
被
災

者
支
援
の
一
環
と
し
て
災
害

協
定
の
締
結
に
取
り
組
ん
で

い
き
ま
す
。

【
担
当
課
】
防
災
課

�（
5
6
5
4
）8
2
2
3

災
害
時
に
お
け
る
協
定
に
つ
い
て
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